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和歌山県の災害と
流域治水の取組について

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 防災班
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1 ．はじめに
⑴　和歌山県の概要
　本県は、本州紀伊半島の南西部に位置し、北は大
阪府、東は奈良県と三重県、南は熊野灘に接し、西
は紀伊水道を挟んで徳島県と向かい合っています。
東西約94㎞、南北約106㎞に及び、総面積は約４,725
㎢で、国土の1.25％を占めています。
⑵　和歌山県の地勢
　本県は古くから「紀（木）の国」と云われ、面積
の大部分は紀伊山系を中心とする山岳地帯で、高野
山、那智山など古代から親しまれた山々が多くあり
ます。河川のほとんどは、これらの諸山々に源を発
し、流域を潤して紀伊水道及び熊野灘に注いでいま
す。また、比較的急峻な山が多く、河川においても
急勾配で洪水や土砂災害が起こりやすい地形です。
海岸線は総延長約651㎞に及ぶリアス式海岸で、と
りわけ潮岬を中心とした県南部の海岸は、黒潮に洗
われ景勝に富んでいます。

　気候は、北部は日照時間が長く降水量が少ない瀬
戸内気候区で、南部は黒潮の影響を受けて温暖な南
海気候区に属し、日本有数の多雨地帯です。
　年間降水量は、北部で概ね1,500㎜と全国平均と
比べて比較的少ない一方、南部では一部の地区では
3,500㎜を超えるなど、全国平均の約 2倍の降水量
となっており、北部と南部で雨の降り方が異なって
いることが特徴となっています。

２ ．自己紹介
　私は、平成20年度に和歌山県職員として採用され、
東牟婁振興局新宮建設部に配属されました。これま
で河川、道路、港湾事業に係る改良・維持工事の発
注、災害復旧工事の発注、監督を経験してきました。
令和 ４年 ４月からは本庁の河川課防災班に配属とな
り、県の災害復旧のとりまとめ業務に携わっていま
す。去る令和 5年 ６月 1日～ 3日の梅雨前線及び台
風第 2号に係る豪雨は、激甚災害の指定を受けるほ
どの大災害となり、被災箇所が多く業務量が膨大で
大変でしたが、災害復旧事業に関して非常に貴重な
経験を積むことができたと感じています。査定時な
どに査定官や立会官、また出先機関の職員から「和
歌山県」としての見解を訊かれる立場となり、自分
の未熟さを思い知るとともに、奥の深い災害復旧事
業について、日々勉強しているところです。

3 ．和歌山県の近年の災害
⑴　台風第12号（平成23年）
　台風第12号は大型でかつ動きが遅かったことか
ら、台風周辺の湿った空気が長時間にわたって流れ
込み、西日本から北日本にかけての山沿いを中心に
広い範囲で記録的な大雨となりました。本県では、
8月30日17時から ９月 5日 ６時までの総降水量が広
い範囲で1,000㎜を超え、田辺市下川上地内の大杉
観測所では1,９９8㎜となり、記録的な大雨となりま
した。また、人的被害については、死者56名、行方図－ 1　和歌山県の地図
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不明者 5名に上りました。
　県管理施設の被災箇所は、1,181箇所、査定決定
額3６,855百万円に上る甚大な災害となりましたが、
災害から概ね 3年で復旧が完了しました。
⑵　梅雨前線及び台風第 2号（令和 5年）
　 ６月 1日から 3日にかけて梅雨前線が西日本に停
滞し、前線に向かって台風第 2号周辺の暖かく湿っ
た空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっ

たことから、近畿地方、四国地方の太平洋側を中心
に記録的な大雨となりました。 ６月 2日は、線状降
水帯が発生し、降雨が長時間持続したことから、有
田郡湯浅町湯浅観測所で日最大1時間降水量83.5㎜、
日降水量が385.0㎜を観測するなど年間を通じて観
測史上1位を更新する地点が多くありました。
　県内の人的被害は死者 2名、行方不明者 1名、住
家被害は全壊 ９棟、半壊27棟、一部損壊が16棟、床

写真－ 1　２3年災 県道田辺龍神線の被災状況
（延長約100ｍに渡って路側が崩落した）

写真－ ２　２3年災 那智川のはん濫後の状況
（河道閉塞により甚大な被害が発生した）

写真－ 3　 5年災 亀の川の越水状況
（越水により家屋浸水等が発生した）

写真－ 4　 5年災 貴志川の越水状況
（越水により道路が冠水した）

写真－ 5　前査定実施状況（広川町）

写真－ ６　後査定実施状況（広川町）
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上浸水が964棟、床下浸水が2,131棟発生しました。
　県管理施設の被災箇所は、457箇所、査定申請額
10,200百万円に上りました。特に被害箇所数が約30
件を超えた紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、広川
町の ４市町では、大規模災害時における査定手続き
の更なる効率化を図るため、従来の査定よりも更に
早い段階で被災確認を行う早期確認型査定（試行）
の実施を申し出、前査定を 7月、後査定を10月から
実施していただいているところです。
　現在は、被災箇所の一日も早い復旧・復興に向け
査定が完了した箇所から順次工事に着手していると
ころです。

4 ．和歌山県の流域治水の取組
　和歌山県では、近年の気候変動に伴い、頻発、激
甚化する水災害に備え、これまで取り組んできた治
水対策をさらに一歩進め、ハード整備だけでなく、
集水域と河川、氾濫域を含む流域全体の関係者全員
参加で被害を軽減させていく「流域治水」の取組を
進めているところです。
　具体には、「流域治水」の概念を浸透させるよう、
令和 2年度に国が一級水系紀の川、新宮川で、また
令和 3年度末までに県が主要な16水系で「流域治水
プロジェクト」を策定しました。これにより、県内
すべての市町村に対し、「流域治水」の取組を意識
づけられたと考えています。
　ここで、和歌山県で策定している16水系の「流域

治水プロジェクト」のうち、日本一長い二級河川で
ある「日高川流域治水プロジェクト」の取組につい
て紹介します。
　日高川は、県のほぼ中央に位置し、その源を紀伊
半島中部山岳地帯の龍神岳（標高1,382ｍ）に、山
岳部を蛇行しながら、御坊市内を貫流して紀州灘に
注ぐ流域面積６51.8㎢、流路延長127㎞の県下最大の
二級河川です。
　「日高川流域治水プロジェクト」は、令和2年10月
から流域の市町の参加により検討をはじめ、その後、
和歌山森林管理署や森林整備センターなどの関係機
関が参画し、重点的に実施する治水対策の全体像に
ついて、流域の下流から上流の沿川自治体及び関係
機関の河川・砂防・治山事業、ダム・ため池の事前
放流、農業用樋門の治水運用など様々な取組を 3つ
の柱に盛り込み、令和 3年 ６月に策定しました。こ
こで対策の 3つの柱の内容を以下に示します。

⑴　氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
　①　洪水氾濫対策　日高川（堤防整備、河道掘削、
護岸工）及びその他河川のハード整備　等

　②　土砂災害対策　砂防堰堤工、渓流保全工、法
面工、山腹工、渓間工　等

　③　流水の貯留機能の拡大　椿山ダムにおける事
前放流の実施、農業用樋門の治水運用　等

　④　流域の雨水貯留機能の向上　ため池改修、事
前放流・低水位管理、間伐等の森林整備　等

図－ ２　日高川流域治水プロジェクトの概要

⬤⬤被被害害対対象象をを減減少少ささせせるるたためめのの対対策策⬤⬤氾氾濫濫ををででききるるだだけけ防防ぐぐ
・・減減ららすすたためめのの対対策策

氾氾濫濫水水をを減減ららすす［県］

「粘り強い堤防」を目指し
た堤防強化等

安安全全にに流流すす
［県、市町、企業］
河床掘削、砂防堰堤、雨水
排水施設等の整備

⇒⇒日日高高川川ななどどのの治治水水対対策策、、
砂砂防防堰堰堤堤、、渓渓流流保保全全、、
山山腹腹工工、、渓渓間間工工 ななどど

避避難難体体制制をを強強化化すするる［県、市町］
長期予測の技術開発、
リアルタイム浸水・決壊把握、
防災情報の充実

⇒⇒水水位位計計・・監監視視カカメメララのの設設置置、、
ハハザザーードドママッッププのの作作成成・・周周知知、、
タタイイムムラライインンのの作作成成・・運運用用、、
避避難難場場所所のの安安全全レレベベルル設設定定、、
防防災災ナナビビアアププリリのの普普及及啓啓発発

経経済済被被害害のの最最小小化化［県、企業、住民］
工場や建築物の浸水対策、BCPの策定
⇒⇒BBCCPP策策定定ワワーーククシショョッッププ開開催催
住住ままいい方方のの工工夫夫［企業、住民］

不動産取引時の水害リスク情報提供、
金融商品を通じた浸水対策の促進

⇒⇒宅宅建建業業法法改改正正水水害害リリススクク情情報報
のの重重要要事事項項説説明明がが義義務務化化

土土地地ののリリススクク情情報報のの充充実実［県］
水災害リスク情報の空白地帯解消等

⇒⇒水水害害リリススクク空空白白域域のの解解消消
（（支支川川等等ににおおけけるる浸浸水水想想定定区区域域
図図のの作作成成））

支支援援体体制制をを充充実実すするる［国、企業］
官民連携によるTEC-FORCEの体制
強化

よよりりリリススククのの低低いいエエリリアアへへ誘誘導導／／住住ままいい方方のの工工夫夫
［県、市町、企業、住民］
土地利用規制、誘導、移転促進
不動産取引時の水害リスク情報提供、金融による誘導の検討

⇒⇒宅宅建建業業法法改改正正水水害害リリススクク情情報報のの重重要要事事項項説説明明がが義義務務化化
農農振振地地域域のの農農転転のの監監視視
ままちちづづくくりりででのの活活用用ののたためめのの多多段段階階のの浸浸水水想想定定区区域域図図のの作作成成

氾氾濫濫水水をを早早くく排排除除すするる
［国、県、市町等］
排水門等の整備、排水強化

⇒⇒排排水水ポポンンププ車車、、可可搬搬式式ポポンンププ

たためめるる、、ししみみここまませせるる
［国、県、市町、企業、住民］
雨水貯留浸透施設の整備、
田んぼやため池等の治水利用

⇒⇒霞霞堤堤のの保保存存、、
たためめ池池改改修修、、
事事前前放放流流・・低低水水位位管管理理、、
間間伐伐等等のの森森林林整整備備

⬤⬤被被害害のの軽軽減減、、早早期期復復旧旧
・・復復興興ののたためめのの対対策策

※※今今後後のの調調査査・・検検討討等等にによよりり変変更更ととななるる場場合合ががああるる

二級水系
流域治水プロジェクト

日高川流域治水プロジェクト
～日本一長い二級水系での流域治水～

たためめるる
［県、関西電力］
利水ダム等において貯留水

を事前に放流し、水害対策
に活用

⇒⇒椿椿山山ダダムムででのの事事前前放放流流、、
農農業業用用樋樋門門のの治治水水運運用用

［県、市町］
遊水地等の整備・活用

被被害害範範囲囲をを減減ららすす［県、市町］

二線堤等の整備 ⇒⇒二二線線堤堤のの保保護護
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⑵　被害対象を減少させるための対策
　①　水災害ハザードエリアにおける土地利用・住

まい方の工夫、農振地域の農転の監視、土地利
用規制の検討　等

　②　まちづくりでの活用を視野にした土地の水災
害リスク情報の充実、まちづくり活用のための
多段階の浸水想定区域図の作成　等

⑶　被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
　①　土地の水害リスク情報の充実
　水害リスク空白域の解消（支川等における浸
水想定区域図の作成）　等

　②　あらゆる機会を活用した水災害リスク情報の
提供
　水位計・監視カメラ等の設置、防災教育や避
難訓練等の実施　等

　③　避難体制等の強化
　洪水ハザードマップの作成・周知　等

　④　経済被害の軽減
　可搬式ポンプの配備

　日高川流域では、「流域治水プロジェクト」の策
定後、関係市町等と連携し、情報を共有しながら取
組を進めているところです。令和 ４年 5月には、日
高川をより安全で魅力あるものとしていくため、「日
高川流域シンポジウム」を開催しました。また、関
係団体や地元住民の方などと「日高川かわまちづく
り協議会」を設立し、河川敷を活用した魅力ある地
域づくりについて検討を進めており、令和 5年 8月
10日に「日高川かわまちづくり」計画が登録された
ところです。

5 ．おわりに
　近年、大規模災害等が多く発生し、災害復旧事業
の果たす役割が益々大きくなってきています。今年
度は本県でも大きな災害を経験し、一日も早い復旧、
復興に向け、全力で取り組んでいるところです。今
後も、被災箇所の早期復旧、また災害に強い県土づ
くりを進め、県民の安全・安心を図っていけるよう
努力していく所存です。
　また、本県で発生した災害に関し、災害査定や事
業を進めるうえで、ご指導、ご協力いただきました
国土交通省や財務省の方々に対し、この場をお借り
しましてお礼申し上げます。

図－ 5　②多段階の浸水想定区域図の作成イメージ

図－ 3　①洪水氾濫対策例

日高川（河川改修）

▽HWL

護岸工

堤防整備

元の堤防

堤防整備

河道掘削

護岸工

河道拡幅

▽HWL

元の堤防

図－ 4　②流水の貯留機能の拡大

椿山ダム（事前放流）




